
一般質問 一般質問 よしかわ議会だより １４ 

●
議
案
の
付
託 

　
す
べ
て
の
議
案
、
請
願
を
本
会
議

で
審
査
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
時
間

も
か
か
り
ま
す
し
、よ
り
深
い
質
疑

を
す
る
た
め
に
は
専
門
的
な
知
識
が

必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。 

　
そ
こ
で
議
長
は
、
議
会
に
上
程
さ

れ
た
議
案
な
ど
を
専
門
的
知
識
を
持

っ
た
担
当
委
員
会
に
そ
れ
ぞ
れ
審
査

を
ゆ
だ
ね
ま
す
。
こ
れ
を
議
案
の
付

託
と
い
い
ま
す
。 

 

●
常
任
委
員
会 

　
本
会
議
が
休
会
中
に
開
催
さ
れ
、

議
長
か
ら
付
託
さ
れ
た
議
案
や
請
願

に
つ
い
て
詳
し
く
審
査
し
ま
す
。 

　
現
在
吉
川
市
議
会
に
は
４
つ
の
「
常

任
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、

市
の
事
業
部
門
を
分
担
し
て
審
査
し

て
い
ま
す
。 

●
委
員
長
報
告 

　
本
会
議
で
各
常
任
委
員
会
の
委
員

長
が
、
付
託
さ
れ
た
議
案
や
請
願
に

つ
い
て
、
審
査
過
程
、
可
否
の
状
況

な
ど
を
報
告
し
ま
す
。 

　
委
員
長
報
告
に
対
す
る
質
疑
が
終

了
後
、
討
論
、
採
決
が
行
わ
れ
ま
す
。

そ
の
採
決
の
結
果
が
吉
川
市
議
会
と

し
て
の
意
思
の
決
定
、
す
な
わ
ち
、

議
決
に
な
り
ま
す
。 

 

●
議
会
運
営
委
員
会 

　
定
例
会
開
会
前
に
開
催
さ
れ
ま
す
。

会
期
案
を
定
め
た
り
、
議
会
の
運
営

な
ど
に
つ
い
て
協
議
し
ま
す
。 

　
定
例
会
や
臨
時
会
の
会
期
は
会
期

初
日
の
議
会
運
営
委
員
長
の
報
告
を

経
て
決
定
さ
れ
ま
す
。 

 

●
特
別
委
員
会 

　
特
定
の
事
項
に
つ
い
て
詳
し
く
審

査
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
議
会

の
議
決
を
経
て
「
特
別
委
員
会
」
を

設
置
す
る
こ
と
が
き
ま
す
。 

　
吉
川
市
議
会
で
は
武
蔵
野
操
車
場

跡
地
対
策
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、

操
車
場
跡
地
の
土
地
利
用
計
画
な
ど

に
つ
い
て
調
査
し
て
い
ま
す
。 

│
委
　
員
　
会
│
　 

吉
川
新
駅
の
設
置
は 

最
小
の
費
用
で 

実
現
を
め
ざ
す 

伊
藤
　

正
勝 

当
を
置
き
、
東
埼
玉
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス

の
拡
張
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
市

内
企
業
「
ナ
ン
シ
ン
」
は
来
年
１１
月

に
移
転
と
聞
く
、
影
響
は
。 

（答）
市
民
生
活
部
長
　
工
業
用
地
へ
の

進
出
需
要
が
あ
り
早
急
な
開
発
が
必

要
だ
が
、
農
林
調
整
な
ど
が
問
題
で

１９
年
度
末
の
都
市
計
画
決
定
は
不
調
。 

創
業
４０
年
の
ナ
ン
シ
ン
に
は
大
き
な

土
地
の
提
供
が
で
き
ず
残
念
。
市
税

へ
の
影
響
は
一
概
に
言
え
な
い
。 

 

多
重
債
務
者
へ
の
対
応
と
対
策
は 

 

（問）
　「
貸
金
業
法
」が
改
正
さ
れ
て
相

談
窓
口
の
整
備
強
化
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
対
応
と
解
決
に
よ
る
メ
リ
ッ

ト
及
び
庁
内
連
携
は
。 

（答）
市
民
生
活
部
長
　
週
２
回
生
活
相

談
員
を
配
置
、
弁
護
士
な
ど
専
門
家

へ
つ
な
い
で
い
る
。
市
民
生
活
の
安

定
が
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
。
今
後
生
活

保
護
や
収
納
課
等
と
連
携
し
て
速
や

か
な
発
見
と
対
応
に
努
め
て
い
く
。

相
談
員
の
研
修
を
強
化
、
正
規
職
員

の
配
置
は
考
え
て
い
な
い
。 

（問）
　
武
操
跡
地
と
新
駅
設
置
を
め
ぐ

る
住
民
説
明
会
が
９
月
９
日
に
開
か

れ
た
。
新
駅
設
置
に
つ
い
て
「
資
金

捻
出
の
確
か
な
回
答
が
な
く
、
こ
れ

で
は
判
断
し
よ
う
が
な
い
」
と
強
い

疑
念
の
声
が
出
て
い
た
。
大
事
な
説

明
会
に
何
故
市
長
は
出
席
し
な
い
の

か
。
こ
れ
で
Ｊ
Ｒ
東
日
本
と
「
覚
書
」

を
交
わ
せ
る
の
か
。 

（答）
市
長
　
住
民
説
明
会
に
出
向
い
た

部
長
を
は
じ
め
職
員
は
市
長
に
代
わ

る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
私
が
出
席
し

な
く
て
も
内
容
は
伝
わ
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。
設
置
費
用
に
つ
い
て
は
、

運
輸
機
構
（
跡
地
保
有
）
の
最
高
責

任
者
の
方
々
と
も
会
い
、
現
在
進
め

て
い
る
調
査
設
計
の
費
用
の
持
ち
分

の
関
係
（
運
輸
機
構
９
対
吉
川
市
１

の
割
合
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
「
出
来

る
限
り
吉
川
市
の
負
担
が
ゼ
ロ
に
近

い
よ
う
是
非
お
願
い
し
た
い
」
と
申

し
入
れ
て
い
る
。
吉
川
市
の
財
政
状

態
に
つ
い
て
は
ご
理
解
い
た
だ
い
て

い
る
と
確
信
し
て
い
る
。 

（問）
　
私
は
「
現
在
の
市
民
か
ら
の
負

担
は
求
め
な
い
」
ぐ
ら
い
の
覚
悟
で

臨
む
べ
き
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
大

き
な
「
事
業
」
が
、
市
民
が
安
心
し
、

得
心
出
来
る
よ
う
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

を
発
揮
し
て
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
。 

（答）
市
長
　
情
報
の
収
集
に
努
め
、
責

任
を
も
っ
て
「
最
小
限
の
負
担
で
最

大
の
効
果
」
が
発
揮
で
き
る
よ
う
力

を
尽
く
し
た
い
。 

 

都
市
計
画
税
は
２１
年
度
に
導
入 

 （問）
　
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
市
長
は

２０
年
か
２１
年
度
の
導
入
を
明
言
し
て

い
る
。
そ
の
必
要
性
の
説
明
と
導
入

の
時
期
、
税
率
に
つ
い
て
考
え
を
伺

い
た
い
。 

（答）
市
長
　
当
市
の
都
市
計
画
事
業
等

の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
２１
年
度
が
導

入
の
節
目
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

導
入
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
事
前
に

そ
の
目
的
や
必
要
性
に
つ
い
て
理
解

が
得
ら
れ
る
よ
う
に
説
明
し
た
い
。

税
率
は
制
限
税
率
の
「
３
％
枠
内
」

で
検
討
し
て
い
る
。 

4つの常任委員会 

総　務 
常任委員会 
（定数８人） 

福祉生活 
常任委員会 
（定数６人） 

文　教 
常任委員会 
（定数６人） 

建設水道 
常任委員会 
（定数６人） 


